
令和 5 年度「人権教育研究指定校事業」事業実施報告書 

委託先（ 和歌山県 ） 

１．調査研究のテーマ、概要 

調査研究のテーマ 学校における教育活動を人権教育の視点で推進する 

○調査研究のテーマを設定した目的 

人権教育は、学校教育において、各教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間のそれ

ぞれの特質に応じ、教育活動全体を通じて推進されるものである。 

本校においても、「人権教育全体計画」「人権教育年間指導計画」を作成し、取組を行っ

ている。しかし、これらの計画が絵に描いた餅になっていないか、人権教育を通じて育て

たい資質・能力が全教育活動の中できちんと整理できているのかを検証し、学校におけ

る人権教育の日常的な活動を推進していきたい。 

そのためには、人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］に示され

た内容を理解するとともに、まず、日々の指導を行う教職員の人権感覚を磨くことで子

どもの人権感覚が磨かれると考え、標記テーマを設定する。 

○調査研究の概要 

学力の向上と人権感覚の育成を人権尊重の視点に立って実践していく。 

〇 人権が尊重される学習活動づくり（学びあい…学力向上・教科指導等） 

〇 人権が尊重される人間関係づくり（支えあい…道徳・特別活動・生徒指導等） 

〇 人権が尊重される環境づくり（つなぎあい…学級経営・特別活動等） 

〇 自分を大切にするとともに他の人を大切にする（Ｉを大切にする…人権感覚） 

 

  



２．基本情報 

研究指定校の概要 

○学校名 

和歌山県岩出市立山崎小学校 

○これまでの研究指定等の状況 

新規 

○学級数 

２６学級（うち特別支援学級：６学級） 

○児童生徒数（R.6.2.1） 

全児童数：667 名 

○URL 

https://www.city.iwade.lg.jp/sc-yamasaki/ 

○指定理由 

山崎小学校は、全校児童６６４人と県内有数の規模の大きい小学校である。校区内で

は急激に宅地開発が進んでおり、人の流入も盛んである。交通量の増加や店舗の進出

等、都市化による環境の変化が児童にも影響を与えている。従来の農村らしい素朴な面

が薄れ、集団意識がうすく自己中心的な行動をする児童もいる。 

令和４年度より教育目標が刷新され、『なりたい自分に向かって、学び挑戦し続ける

人の育成―「あい」のある、「あい」を大切にする学校―』となった。「あい」という言

葉は、人と人の繋ぎあい、対話のある授業での学びあい、豊かな心を醸成する支えあ

い、健康・体力の向上を目指す高めあい、自分の生命を大切にする I（あい）を大切に

するという重点目標へとつながっている。この教育目標の下、教職員が一丸となって取

り組んできた素地を本事業と連携させることで、高い人権感覚をもった児童を育成する

ことが可能と考え、研究校に指定する。 

 

  



○取り組んだ人権課題について 

該当するものに○印、最も主要な人権課題１つに◎印を付与  
 

①子供 ◎ 

②女性 ○ 

③高齢者 ○ 

④障害者 ○ 

⑤同和問題 ○ 

⑥アイヌの人々  

⑦外国人 ○ 

➇-１HIV 感染者等  

➇-２ハンセン病患者等  

⑨刑を終えて出所した人  

⑩犯罪被害者等  

⑪インターネットによる人権侵害 ○ 

⑫北朝鮮当局による拉致問題等  

⑬性的指向、性自認  

⑭その他（    ）  

  
 

 

  



3．調査研究の内容等 

○調査研究の内容 

 本校では、学校教育目標を「なりたい自分に向かって、学び挑戦する人の育成－「あ

い」のある、「あい」を大切にする学校－」と定め、キーワード「あい」のある学校に

向け、日々の教育活動に取り組んでいる。重点目標として、①繋ぎあい…学校（子ど

も）を核とした結びつき ②学びあい…確かな学力の向上 ③支えあい…豊かな心の醸成 

④高めあい…健康・体力の向上 ⑤Ｉ（あい）を大切にする … 自分の生命を大切にす

る（自分を大切にすることで、他の人を大切に出来る人）を設定した。  

 「自分の大切さとともに他の人の大切さを認めること」ができる、人権教育の推進は

「あい」のある学校づくりに必要不可欠である。そこで、今まで取り組んできた、授業

研究や学校行事等を人権尊重の視点で関連づけるなどしていくことで、日常的な人権教

育が充実できるよう取り組んでいく。 

 そのためには、授業を大切にしながら道徳や特別活動、体験活動等を意図的・計画的

に実践していけるよう努める。なお、研究組織は、従前本校で取り組んできた４部会

（授業改善、学力向上、学習環境、情報推進）と各学年・ブロックをベースに人権教育

部会を充実させ、有機的に関連づくよう組織に位置づける。 

【仮説１】 

 児童が安心して学べる環境や風土をつくり、支えあい・高めあう仲間づくりを推進

することで、児童はもっている力をのびのびと発揮することができるようになり、自

他の生命を大切にし、自尊感情や自己肯定感を高めることができるであろう。 

【仮説２】 

 学びあいのある授業（つながり、学び合う授業）を充実させることで、児童が自分

の考えをもち、「学びたい」「話したい」と思う学習課題を追求し、活発な話し合いを

実現することで、対話的で考えが深まる授業を創ることができる。 

【仮説３】 

 人権感覚を身につけ、表現する力を育て、学習課題の解決や身のまわりにある人権

課題を自分事として考えることで、課題の解消やよりよい人間関係を築くための行動

化・実践化へとつなげることができるであろう。 

○実施方法 

①【理論】 

 人権教育は、人権に関する知的理解と人権感覚の涵養を基盤として、意識、態度、実践

的な行動力など様々な資質や能力を育成し、発展させることを目指す総合的な教育であ

ることから、まず、我々教員の人権教育についての理解を深めるための研修を実施した。 

 大阪多様性教育ネットワーク 共同代表 土田 光子 氏 を２度お招きした。１回目



は、「人権教育を通じて育成したい資質・能力」をテーマに、「自分を解放するための人権

学習」の演題で講演等実施した。２回目は、「同和（部落）問題学習」をテーマに「部落

問題学習に取り組むことの意味」について講義いただいた。 

 次に、先進校から学び本校に還元するため、前年度までに人権教育研究指定校事業の

研究指定を受けた学校を視察した。 

 東京都台東区立石浜小学校（研究主任）、京都市立藤ノ森小学校２回（校⾧、教頭、研

究主任、人権主任、学年主任等のべ７名）、大阪府池田市立ほそごう学園（校⾧、研究主

任、学年主任）に視察訪問し、訪問先では、人権教育の取組についての説明や授業公開、

研究協議等に参加した。後日、学び合い通信等で伝達講習を行い本校の取組の参考とし

た。 

 また、人権教育を通じて培われるべき資質・能力については、次の 3 つの側面（1．知

識的側面、2．価値的・態度的側面及び 3．技能的側面）から捉えることができるなど、

人権教育の指導方法等の在り方について［第三次とりまとめ］及び補足、和歌山県教育委

員会作成の人権学習のための手引き等の資料を参考に校内研修に取り組んだ。 

 

②【実践】 

１．授業研究～対話と人権の視点から～ 

 以前より研究している「対話」の視点に加え、新たに「人権」の視点を取り入れ、主に

話し合い活動を中心に、全員が参加し、考えを広げ、深められる授業の実現を目指して研

究を進めた。また、研究授業を年間３回、さらに１人１公開授業(全教員)を実施し「対話」

と「人権」の視点から研究協議を行なった。授業者は人権に関するチェックシートを用い

て、実践した授業について振り返りを行なった。 

 

２．異学年交流～各学年の学びをつなぐ～ 

 前年度まで、コロナウイルス感染防止の観点から異学年間の交流の機会が減っていた。

そこで、教科の学習を生かした異学年交流の機会を増やした。 

■２年生…生活「学校探検」(２年生・１年生交流) 

 入学して間もない１年生のために、２年生が学校を案内した。１年生は、学校生活への

期待や安心感に、２年生は上級生としての自覚につながった。 

■３年生…国語「はんで意見をまとめよう」(３年生・１年生交流) 

 「１年生が本を好きになるように」という目標をもって、３年生が１年生に読み聞かせ

を行なった。相手意識をもってグループで話し合い、本を選んだり、読み方の工夫を考え

たりすることができた。 

■４年生…特別活動「２年生とお楽しみ会をしよう」(４年生・２年生交流) 

 ２年生とのお楽しみ会を計画した。実際に２年生に喜んでもらうことができ、達成感

と学年間の交流を深めることにつながった。 



■５年生…国語「この本、おすすめします」(５年生・２年生交流) 

 ５年生が２年生におすすめの本を選び、紹介した。２年生を意識して、話し方や紹介文

を工夫できた。また、交流を通して高学年としての自覚をもつことができた。 

■６年生…国語「みんなで楽しく過ごすために」(６年生・３年生交流) 

 ３年生とのレクリエーションについて、グループで計画から実施まで行なった。３年

生の立場に立って、全員が楽しめることを目指して話し合いを進めることができた。 

■６年生…総合「THE 修学旅行」(６年生・５年生交流) 

 修学旅行で訪れた場所や見学したものについて、タブレットでスライドを作成し、５

年生に発表した。修学旅行の学びをさらに深めると共に、５年生の修学旅行への期待を

高めることができた。 

 

３．人権感覚を高める活動 

 学校行事や各教科の学習を通して、人権感覚を高める様々な活動、指導を行なった。ま

た、ゲストティーチャーなど、外部の機関とも連携を行ないながら、人権感覚を身につけ

られる機会の充実に努めた。 

■１年生を迎える会 

 児童会が中心となって、６年生による集会「１年生をむかえる会」を行なった。１年生

の楽しんでいる姿を見て、６年生は最高学年としての自覚を改めてもつことができた。 

■命の授業 

 ２・４・６年生を対象に、岩出市の保健師さんに「命の授業」を行なっていただいた。

命の誕生や男女の身体の違いなどを体験的に学習し、一人一人がかけがえのない存在で

あると改めて実感することができた。 

■４年生 総合「福祉について学ぼう」 

 福祉についての調べ学習を行なった。また、車いす体験、アイマスク探検、高齢者疑似

体験などの体験的な活動も行ない、障害のある人や高齢者の気持ちに寄り添いながら学

習を進めることができた。 

■手話教室 

 ５年生を対象に手話教室を行なった。実際に手話を間近で見たり、障害のある人の声

を聞いたりすることで、福祉について考えを深めることができた。 

■人権作文、人権ポスターへの応募 

 全学年で人権作文、もしくは人権ポスターに取り組んだ。発達段階に応じて人権に関

する読み聞かせや、動画視聴を行ない、「人権問題」を身近な課題として捉えながら考え

ることにつながった。 

■なかよし集会 

 児童会が中心となって、１１月になかよし集会を実施した。事前に、みんなが仲良く過

ごせるための「なかよしスローガン」を各クラスで話し合った決めた後、代表委員会(児



童会・委員⾧・各クラスの学級委員)で山崎小学校のスローガンを決定した。 

 なかよし集会では、なかよしスローガンの発表と、５年生の代表児童による人権作文

の発表が行なわれ、人権について考えを深めることができた。 

 

４．人権感覚を高める環境づくり 

 児童同士の認め合いや、全員が授業に参加できることにつながるよう教室や校内の掲

示を作成した。 

 ■道徳のあしあと…道徳の学習内容と児童の振り返りを掲示 

 ■いいね！ノート…児童の自主学習ノートを教室や職員室前に掲示 

 ■なかよしスローガン…各クラスで話し合って決めた「なかよしスローガン」を掲示 

 ■集会の振り返り…集会の様子や、児童の振り返り、児童会の感想などを掲示 

 ■ハンドサイン…全員が授業に参加できるよう、ハンドサインを掲示 

 ■対話に関する掲示…話型や対話に関するチェックシートなどを発達段階に応じて掲 

  示 

 

③【成果物等】 

〇人権教育全体計画、年間指導計画※別添参照 

 

  



4．検証・評価・改善・普及 

①【理論】 

 人権教育は、全教育活動を通じて取り組んでいく必要があることは、誰もが認識して

いる。しかし、個々の教員の人権感覚は、経験や学び等の履歴により異なる。そこで、教

職員の人権感覚を磨くことを出発点とし、講師を招聘しての講義や先進校視察を通じて

学んだことを伝達することで、同じ方向性で研究に取り組むことができた。 

 人権教育の指導方法の基本原理として、児童生徒の「協力」、「参加」、「体験」を中核に

置くことを確認し、日々の教育活動の中で、取組をすすめていくこととした。 

 

②【実践】 

〇授業研究（学力向上）…教科指導（話し合い活動を重点に） 

 

③【数値検証】 

a【自分には、よいところがある】 

 そう思うと回答していたのは、全体の 64％であった。（低学年 78％、中学年 62％、高

学年 51％）学年が上がるにつれて、自分を厳しく見ている傾向がある。しかし、高学年

は 6 月から 11 月にかけて平均６ポイント向上していた。 

 

b【友達のよいところを知っている】 

 87％の児童は、友達のよいところに気付いているようであった。この結果については、

低学年 79％、中学年 88％、高学年 92％と学年が上がるに連れてたくさんの良さを理解

していることが分かった。 

 

c【困っている人を助けている】 

 児童の 68％がそう思うと回答していた。この結果については、6 月から比べると平均

３ポイント下がっている。そして、総合的な学習の時間に人権課題に取り組んだ学年が

大きく下がっていた。そのことから、困っている人に対する意識が高くなり、まだ出来て

いないと感じているようであった。（低学年 77％、中学年 69％、高学年 59％） 

 

d【ちがう学年の友達と 関わる機会がある】 

 前年度まで、コロナウイルス感染防止の観点から異学年間の交流の機会が減っていた。

そこで、教科の学習を生かした異学年交流の機会を増やした。その結果、79％の児童が

ちがう学年の友達と関わる機会があると感じているようであった。特に、遊んでもらっ

たり、教えてもらったりした 1 年生は 97％感じていた。しかし、グループ学習を通して

交流した時は、中心になって関わった子とそうでない子の差がでているようである。 



 

e【あいさつをしている】 

 全体の 81％があいさつ出来ているようである。数値は平均 3 ポイント下がり、児童は

あいさつに課題があると感じている。児童会や委員会でも取り組もうと声が上がって活

動していた。 

 

f【学校でかつやくできている】 

 6 月と 11 月と比較して、5 年生以外はあまり変化がなかった。45％と数値はあまり高

くなかった。（5 年生は 20 ポイント上昇）そして、「自分には、よいところがある」の結

果と似ているようである。低学年 72％、中学年 43％、高学年 30％と学年があがるにつ

れ数値が下がる傾向がある。そのことから、発達段階における違いを考慮しつつも、自分

自身を肯定する気持ちを育てたい。 

 

  



５．人権教育に係る年間指導計画





 
  



６．推進体制（都道府県・指定都市教育委員会を含む） 

 

 

  

授業改善部会、学力向上部会、学習環境部会、人権教育部会

学校運営協議会、保護者、関係機関

研究推進委員会

県・市教育委員会、学識経験者の指導・助言



○関連資料 

 


